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札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例 

第１条 札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成

１９年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

(1) 第４条第１項の表を次のように改める。 

号俸 給料月額 

 円 

１ ３９２，０００ 

２ ４４０，０００ 

３ ４９２，０００ 

４ ５５５，０００ 

５ ６３４，０００ 

６ ７４０，０００ 

７ ８６４，０００ 

(2) 第４条第４項を削り、同条第５項中「、第３項」を「及び前項」に改め、

「及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を

同条第４項とする。 

(3) 第５条第１項中「、第２５条の８並びに第２９条の４」を「並びに第２

５条の８」に改め、同条第２項中「、第５条第２項」を削り、「第３２条の

２、第３２条の３並びに第３４条」を「第２９条の４第２項第１号並びに

第３２条の２第１項」に改め、「、給与条例第５条第２項中「管理職員特別

勤務手当」とあるのは「管理職員特別勤務手当並びに任期付職員条例第４



条第４項の特定任期付職員業績手当」と」を削り、「１００分の１２２．５」

を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１７０」を「１００分の１７

５」に、「第３２条の２第１項中「特定管理職員」という。）」を「第２９条

の４第２項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．

５」と、給与条例第３２条の２第１項中「定めるもの」に、「特定管理職員」

という。）及び任期付職員条例第４条第１項の給料表の適用を受ける職員」

と、給与条例第３２条の３中「特定管理職員」とあるのは「特定管理職員

及び任期付職員条例第４条第１項の給料表の適用を受ける職員」と、給与

条例第３４条中「手当」とあるのは「手当及び任期付職員条例第４条第４

項の特定任期付職員業績手当」を「定めるもの及び任期付職員条例第４条

第１項の給料表の適用を受ける職員」に改める。 

(4) 第５条の２第１項中「、第２４条並びに第３０条」を「並びに第２４条」

に改め、同条第２項中「第２条第２項及び第２７条第２項」を「第２７条

第２項及び第３０条第２項第１号」に、「第３２条の２及び教育給与条例第

３４条において読み替えて準用する給与条例第３４条」を「第３２条の２

第１項」に改め、「、教育給与条例第２条第２項中「管理職員特別勤務手当」

とあるのは「管理職員特別勤務手当並びに札幌市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成１９年条例第４８号。以下「任期付

職員条例」という。）第４条第４項の特定任期付職員業績手当」と」を削り、

「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１

７０」を「１００分の１７５」に、「教育給与条例第３２条」を「教育給与

条例第３０条第２項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分

の８７．５」と、教育給与条例第３２条」に、「管理職員」という。）」とあ

るのは「管理職員」という。）及び任期付職員条例第４条第１項の給料表の

適用を受ける職員」と、「当該管理職員」とあるのは「当該職員」と、教育

給与条例第３４条において読み替えて準用する給与条例第３４条中「手当」

とあるのは「手当及び任期付職員条例第４条第４項の特定任期付職員業績

手当」を「教育職員（」とあるのは「教育職員及び札幌市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１９年条例第４８号）第４

条第１項の給料表の適用を受ける職員（」に改める。 



第２条 札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を次のように改正する。 

第５条第２項及び第５条の２第２項中「１００分の１２７．５」を「１０

０分の１２５」に、「１００分の１７５」を「１００分の９５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例（令和６年条例

第  号）の施行の日から施行する。ただし、第１条中札幌市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「任期付職員条例」という。）

第４条第４項を削る改正規定、同条第５項の改正規定、同項を同条第４項と

する改正規定、第５条第１項の改正規定、同条第２項の改正規定（「１００分

の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１７０」を「１

００分の１７５」に改める部分を除く。）、第５条の２第１項の改正規定、同

条第２項の改正規定（「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める部分を除く。）及

び第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の任期付職員条例第４条第１項の規定は令和６

年４月１日から、第１条中任期付職員条例第５条第２項の改正規定（「１００

分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１７０」を「１

００分の１７５」に改める部分に限る。）及び第５条の２第２項の改正規定

（「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１

７０」を「１００分の１７５」に改める部分に限る。）による改正後の任期付

職員条例第５条第２項及び第５条の２第２項の規定は同年１２月１日から適

用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合におい

ては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給され

た給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内

払とみなす。 

 



（理 由） 

 本市人事委員会の勧告等を考慮して、本市の一般職の任期付職員の給料表の

改定を行うとともに、期末手当を引き上げるほか、勤勉手当の支給を開始する

等のため、本案を提出する。 


